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⚫ 「台風15号」の影響により、当該防災
拠点エリアも一時的に停電したが、直ち
に停電した電力系統との切り離しを行い、
域内は迅速に電力が復旧。域内の住民は、
通常通りの電力使用が可能となった。

⚫ エリア内の温泉施設において、停電で電
気・ガスが利用できない域外の周辺住民
（9/10-11の2日間で800名以上）へ
の温水シャワー・トイレの無料提供。

2019年9月台風15号（千葉県睦沢町）

（出典：ANN NEWS）

◼再エネや蓄電池を導入することで、災害時にも停電しない地域づくりを推進

桑折町の災害対策本部となる町役場庁舎に太陽光発電設備および蓄電池を
整備。地震による停電に対して、蓄電池が稼働し、災害対策本部としての機能

発揮や町役場への避難者の受け入れ、充電スポットとしても貢献。

「令和４年福島県沖を震源とする地震」

⚫ 桑折町の災害対策本部となる町役場庁舎に
太陽光発電設備および蓄電池を整備。

⚫ 震度６弱を観測し、商用電力が停電している
なかで、蓄電池より電力供給を行い、災害対策
本部の機能を発現。

⚫ また、町役場へ避難してきた住民の受け入れ必
要な照明の確保、携帯電話など充電スポット
を提供。

※町役場へ避難した住民の受入状況

写真提供：桑折町

地域脱炭素を通じた防災レジリエンスの向上
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地域共生型の再エネ導入の推進

◼ 再エネの最大限の導入のためには、地域における合意形成が図られ、環境に適正に配慮し、

地域に貢献する、地域共生型の再エネを増やすことが重要。

ソーラーシェアリングにより既存産業の収益性向上

• 適正な環境配慮の確保と、地域の合意形成

• 地域の住民･事業者が、積極的に事業に関与、連携

• 地域経済の活性化、防災などの社会課題の解決に貢献

• 地域における合意形成が不十分なまま事業に着手

• 安全性が確保されず、自然環境・生活環境への適正な配
慮が不足

環境省は、地域共生型の再エネ導入を支援 迷惑施設と捉えられる再エネには厳しく対応

売電収益を地域の再エネ･省エネ設備への再投資に活用

環境省による取組

• 改正温対法に基づく再エネ促進区域（地域脱炭素化促進事業）

の運用に関する支援を実施

• 環境アセスメント制度により、地域共生型の事業計画の立案を促進

• 地域脱炭素移行･再エネ推進交付金や、地域共生型再エネ導入

加速化支援パッケージによる支援を実施

環境省による取組

• 環境アセスメント制度等により、環境への適正な配慮とパブリックコ

ンサルテーションの確保。これらが不十分な事業に対し、環境大臣

意見を述べる際は厳しく対応（例:埼玉県小川町での事例）

• 各省における、個別法による立地規制や、事業法による事業規

律の確保の取組との連携

お が わ ま ち

法面保護工が崩れて流出した事例新幹線近くの斜面上部に設置された太陽光発電施設が崩落した事例

※いずれも、環境省「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」より
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温対法に基づく再エネ促進区域の仕組みの概要

市町村：促進区域等の策定

◼ 地球温暖化対策推進法に基づき、市町村が再エネ促進区域や、再エネ事業に求める環境保全・地
域貢献の取組を自らの計画に位置づけ、適合する事業計画を認定する仕組みが2022年4月に施行。

◼ 地域の合意形成を図りつつ、環境に適正に配慮し、地域に貢献する、地域共生型の再エネを推進。

市町村：事業計画の認定事業者：事業計画の作成

市町村が、

住民や事業者等が参加する協議会を活用し、

●再エネ事業に関する促進区域や、

●再エネ事業に求める

・地域の環境保全のための取組

・地域の経済・社会の発展に資する取組

を自らの計画に位置づける。

※促進区域は、国や都道府県の基準に基づき定める。

事業者は、

⚫ 協議会における合意形成を
図りつつ、

⚫ 市町村の計画に適合するよ
う再エネ事業計画を作成し、
認定の申請を行う。

市町村は、事業計画の申請を受け、

⚫ 事業者の代わりに国や都道府県に協
議し、同意を得た上で、

⚫ 市町村の計画に適合する、環境に適
正に配慮し、地域に貢献する再エネ
事業計画を認定。
※ 国・都道府県への協議は事業計画に関係法令の許可手続き等
を要する行為が記載されている場合のみ。この場合、認定事業
は当該許可手続き等が不要に（ワンストップ化の特例）。

※ 都道府県の基準に基づいて策定された促進区域内における認
定事業は、アセス法の配慮書手続きが不要に。

制度全体のイメージ図

協議
同意

協議会

地域に役立つ再エネ事業を誘致
事業の予見可能性が向上。
協議会の活用等により、合意形成がスムーズに。

地域資源である再エネの使い方や誘導したいエリアを、
地域自らが議論。

事業者

環境保全等に関する情報

その他

再エネポテンシャル

情報の重ね合せと議論

促進区域

促進区域に係る全国一律の環境配慮基準の策定
促進区域に係る地域の自然的社会的条件に応じた環境配慮基準の策定

事業計画の確認
国

都道府県
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３．地域脱炭素の支援
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自治体における、カーボンニュートラル取組のステージ（イメージ）

◼自治体のステージに応じた取組検討の参考に。

脱炭素先行地域（交付率2/3）取組レベル高

計画づくり事業、ほか
各種の補助金
（交付率1/3～1/2）

ゼロカーボンシティ
宣言（無料）

重点対策加速化事業
（交付率1/2）

①

②

③

④
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◼ 地域脱炭素ロードマップに基づき、少なくとも100か所の脱炭素先行地域で、2025年度までに、脱
炭素に向かう地域特性等に応じた先行的な取組実施の道筋をつけ、2030年度までに実行

◼ 農山漁村、離島、都市部の街区など多様な地域において、地域課題を解決し、住民の暮らしの質
の向上を実現しながら脱炭素に向かう取組の方向性を示す。

全域 市区町村の全域、特定の行政区等の全域

住生活エリア 住宅街・住宅団地

ビジネス・
商業エリア

中心市街地（大都市、地方都市）
大学、工業団地、港湾、空港等の特定サイト

自然エリア 農村・漁村・山村、離島、観光地・自然公園等

施設群
公共施設等のエネルギー管理を一元化することが
合理的な施設群

脱炭素先行地域の範囲の類型

※地方自治体の提案を支援するため、ガイドブック等の参考資料を公表、順次更新
http://www.env.go.jp/policy/roadmapcontents/index.html

民生部門（家庭部門及び業務その他部門）の電力消
費に伴うCO2排出の実質ゼロを実現し、運輸部門や熱利
用等も含めてその他の温室効果ガス排出削減も地域特性
に応じて実施する地域。

脱炭素先行地域とは

スケジュール

第1回選定

１月25日～２月21日 公募実施
４月26日 結果公表
６月１日 選定証授与式

第2回選定

６月27日 募集要領及びガイドブックを公表
６月28日～30日 自治体向け説明会（オンライン）
７月26日～８月26日 公募実施

有識者会議による審査、選定案の作成
秋頃 結果公表

以降

年２回程度、
2025年度まで
募集実施

脱炭素先行地域

民生部門の
電力需要量

再エネ等の
電力供給量

省エネによる
電力削減量＋＝



お問合せ先：

2. 事業内容

1. 事業目的

■事業形態：

■実施期間：

■ ：

3. 事業スキーム

4. 
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地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 事業内容
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(参考)脱炭素先行地域第一弾の選定事例①～脱炭素ドミノの起点～

畜産ふん尿を活用した脱炭素化
（北海道上士幌町）

大消費地の脱炭素化
（神奈川県横浜市）

⚫エネルギー需要量の高いみなとみらい21地
区の商業施設を、市営住宅等を活用した
太陽光発電導入、東北13市町村等から
の再エネ電気調達、大規模デマンドレスポ
ンス（需要調整）により脱炭素化し、都市
間の競争力を向上

みなとみらい21含む市内沿岸部

⚫畜産ふん尿の処理過程で発生するメタンガス
を利用したバイオガス発電等の電力を地域新
電力を通じて町全域の家庭・業務ビル等に
供給し脱炭素化

⚫役場庁舎中心に大規模停電などの非常時に
おいても防災拠点として電力を確保

バイオガスプラント
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(参考)脱炭素先行地域第一弾の選定事例②～脱炭素ドミノの起点～

自然公園の脱炭素化
（長野県松本市）

⚫乗鞍高原地区の各施設の屋根等を活用
した太陽光導入のほか、地域主導・地域
共生型の小水力発電施設の導入

⚫薪ストーブ燃料（木質バイオマス熱利用）
の木材加工・供給等の取組を、地元の協議
会のサポートの下、地域ビジネスとして事業
化

乗鞍高原

⚫農機具メーカーと連携し、耕作放棄地にお
いて、ソーラーシェアリングを実施

⚫AI・IoTを実装した環境配慮型栽培ハウ
ス(空調等に省CO2設備導入・リユース単
管パイプ等)も導入し、働く場を提供する農
福連携等を推進

耕作放棄地再生・農業の脱炭素化
（滋賀県米原市・滋賀県）

環境配慮型栽培ハウスのイメージ
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(参考)脱炭素先行地域第一弾の選定事例③～脱炭素ドミノの起点～

離島の脱炭素化
（児島県知名町・和泊町）

⚫沖永良部島の系統末端部の地区において、
再エネ・蓄電池・マイクログリッドを導入

⚫自立分散型電源を確保することにより、島外
からの化石燃料に依存し、台風時の停電など
大きなリスクを抱える離島特有のエネルギー
供給の課題解決に貢献

屋根置き太陽光が設置できない観光
エリアの脱炭素化（兵庫県姫路市）

⚫従来型の太陽光発電施設の設置が困難な
世界遺産・国宝「姫路城」を中心とした特別
史跡指定区域内等を脱炭素化

⚫郊外市有遊休地に太陽光・蓄電池を設置し、
に再エネ供給を行いゼロカーボンキャッスルを
実現し、観光地としての魅力とブランド力向上

姫路城 沖永良部島全景と脱炭素先行地域対象エリア
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地域の活性化をカーボンニュートラルで

地域ビジネス
創生

新しい雇用、再エネに
よる

地域経済活性化

災害時も
安心

台風・地震等で
停電しない
地域づくり

快適な
暮らし

電力料金の節約、安全
安心な暮らし（ヒート
ショックや熱中症予
防）、地域の足の確保

住宅・建築物の省エ
ネや、電動車のシェ
アリング（共用）に
よる暮らしの脱炭素

分散型エネルギーシス
テム（再エネ＋蓄電池
などで自給自足）

地域資源である再生エネ
（太陽光、風力、バイオ
マス）など最大限導入

やまがた健康住宅 資料）飯豊町

環境配慮型栽培ハウスのイメージ




